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1. 事業概要

(1) 事業の目的 

江戸川は、利根川から分派し東京湾に注ぐ延長約 60km の首都圏を代表する一級河川であ

る。流域面積は約 200  で、利根川の洪水の分派と首都圏の水源河川、広大な自然とレク

リエーション空間として大きな役割を担っている。国土交通省では、一定規模の大雨によ

る洪水を安全に流下させることができるよう、堤防の整備、河道の掘削等を行っている。

しかしながら、河川整備の状況が改修途上にある現状においては、計画規模以下の洪水に

おいても堤防を越水するような事態が予想されるとともに、洪水は自然現象であることか

ら計画を上回る洪水（超過洪水）が発生する可能性は常に存在しており、超過洪水により

越水した場合、通常の堤防は破堤する可能性が極めて高いとされている。 

高規格堤防の整備については、「人命を守る」ということを最重視し、そのために必要な

区間として「人口が集中した区域で、堤防が決壊すると甚大な人的被害が発生する可能性

が高い区間」に見直しがされた。 

こうした背景を鑑み江戸川沿いの東京都江戸川区北小岩一丁目地区においては東京都市

計画事業北小岩一丁目東部土地区画整理事業が計画されていることから、高規格堤防事業

と土地区画整理事業の共同事業を実施することにより、水辺空間の良好な環境を生かした

水害にも強い街づくりを目指すものである。 

(2) 位置 

江戸川右岸 13.2km 付近 （東京都江戸川区北小岩一丁目地先） 
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(3) 事業内容 

イ) 堤防整備延長 約 120ｍ 

ロ) 堤防幅  約 160ｍ 

ハ) 堤防面積  約 1.8ha 

ニ) 盛土量  約 80,000ｍ3

(4) 事業予定期間 

平成 25 年度 ～ 平成 28 年度 
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2. 施行区域周辺の概要

(1) 施行区域内の土地の現況 

イ) 土地利用の現況 

施工区域内の土地利用は、国道 14 号、ＪＲ総武線に囲まれた住宅市街地であり、都

市計画用途地域第一種住居地域と近隣商業地域の２種類に用途指定されている。地区内

の土地利用の割合は公共用地が約 2割、宅地が 8割を占めており、一般住居・ビル等が

約 90棟建っている。 

ロ) 地形及び地質の概要 

当地区は、JR 総武本線「小岩駅」の東約 1.3km 付近に位置している。江戸川右岸 13.0

～13.5km 間内で、計画地より東側（市川市側）に江戸川が南南西方向に流下している。

東京低地上に位置し、標高 2ｍ前後の平坦な低地面である。 

東京低地は、その成因から三角州、海岸平野、氾濫平野の一般低地と、これよりわず

かに低い旧河道に区分される。また、人工的な地形として埋立地がある。 

広域的には、江戸川、中川による三角州、自然堤防地帯が広がっており、計画地付近

は自然堤防に属する。 

当地区周辺の地質は、第四紀更新世前期に堆積した上総層群を基盤とし、更新世中期

の江戸川層、東京礫層、東京層からなる洪積層が厚く堆積し、その上部に上・下部有楽

町層からなる沖積層で構成されている。 

また、隅田川から荒川付近にかけては、沖積層下に埋もれた段丘面（埋没段丘面）が

広がり、更新世後期の段丘堆積物（埋没段丘礫層・埋没ローム）が堆積している。さら

に、有楽町層より堆積年代の古い七号地層が厚く堆積している。 

なお、沖積層（完新統：現在～１万年前頃）は堆積年代が新しいため、現在以上の重

みを受けたことがないので締まり方が緩く、土層は一般的に軟弱である。 

地層は、上位より盛土層（Bc）、沖積粘性土層（Ac）、沖積砂質土層（As）、洪積粘性

土層（Dc）、洪積第一砂質土層（Ds1）、洪積第二砂質土層（Ds2）である。 
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〔盛土層 Bc〕 

本層は、人工的に造成された堤体の盛土層で、暗黄褐～暗褐灰～暗灰と色調変化する

粘性土を主体とする。表層付近はロームを主体とするところが多く、以深は砂混じり粘

土、砂混じりシルト、砂質粘土、砂質シルトと層相変化があり、不均質である。また、

不規則に礫分、砂分を混入することから、盛土全体として非常に不均質である。なお、

部分的に砂分が優勢となるところも存在している。本層は、地下水位以浅であるところ

が大部分で、不飽和状態であり含水量はやや少ない。粘着力の強弱は不規則で、凝灰質

な部分で非常に強く、砂分を混入する部分で小さくなっている。層厚は 1.75～6.6m を

示す。 

〔沖積粘性土層 Ac〕 

本層は、自然地盤の最上位にある沖積粘性土層で、暗灰色の砂混じりシルト、砂質シ

ルトから構成され、上部有楽町層に相当するものと考えられる。不規則に砂分が多量混

入しており、不均質であるところが多い。また、酸化現象により斑状に赤褐色を呈す部

分が認められ、盛土前に地表付近に堆積していたことをうかがわせる。 

地下水位が本層付近に存在するため、含水量は多く粘着力は砂分の影響によりやや弱

い部分が多い。 

層厚は 0.90～1.30m と薄層であり、川表法尻部の一部では欠層となっており、元来存

在しないか過去の工事において除去された可能性もある。 

〔沖積砂質土層 As〕 

本層は細砂、中砂、シルト質細砂から構成される沖積砂質土層であり、上部有楽町層

に相当するものと考えられる。色調は暗灰であるところが多いが、暗褐灰等、褐色系を

呈す部分も認められる。 

砂粒子は細砂を主体とするが、中砂や微細砂も混入し上位層との層境部ではシルトを

多く混入する部分がある。層厚は 2.20～4.25m を示す。 

〔洪積粘性土層 Dc〕 

本層は、暗黄灰～暗褐灰から淡青灰色等の粘土、砂混じり粘土、砂質粘土等から構成

される洪積粘性土層であり、東京層に相当するものと考えられる。部分的に半固結状で

硬軟に変化があるとともに、砂分をブロック状または薄層状に不規則に混入する等、不

均質な地層である。含水量は中程度で、粘着力には変化があるものの概ねやや大きい。 

層厚は 1.20～2.90m と比較的薄い。 
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〔洪積第一砂質土層 Ds1〕 

本層は、暗褐灰～黄褐灰～灰褐色等の細砂を主体とした洪積砂質土層であり東京層に

相当するものと考えられる。砂粒子はやや不均一で中砂、微細砂を不規則に混在するが、

層全体の層相としてはほぼ均質といえる。不規則にシルトを微量、黄灰色の粘土の薄層

を局所的に狭在し小礫を点在する。 

層厚は 8.00～11.55m と厚く計画地においてほぼ一様に堆積している。最上部の締ま

った部分は続成作用による効果、砂鉄の混入等が影響していると考えられる。中間部付

近のやや N値の小さくなる部分は、粘土の薄層狭在等が影響していると考えられる。 

〔洪積第二砂質土層 Ds2〕 

本層は、暗褐灰～暗黄褐～暗黄灰色等の微細砂を主体とした洪積砂質土層であり東京

層に相当するものと考えられる。砂粒子は微細で均一である。混入物は非常に少なく小

礫、雲母片が点在する程度である。 

層厚は 2.50～2.81m と本調査の最下端の地層であり全層厚は未確認である。N値は 40

～50 回以上と締まり具合の密な砂質土層である。 

治水地形分類図 

施工位置 



1
0

地質断面図（堤防横断方向の地質断面図） 

出典：H20 江戸川高規格堤防地質調査業務 平成 21 年 3 月 
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(2) 土地利用計画 

当地区は昭和 45 年 12 月 26 日に市街化区域に編入され、第一種住居地域と近隣商業地域

の 2種類に指定されている。 

土地利用計画（出典：江戸川区地域地区図） 

北小岩一丁目地区 

（江戸川区） 

江
戸
川
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3. 高規格堤防の概要

(1) 高規格堤防の諸元 

高規格堤防は、その敷地の大部分の土地を通常の土地利用に供することができる。 

高規格堤防においては、土砂による盛土構造を原則として、計画高水流量を超える洪水、

計画高水位を上回る洪水に対しても破堤が生じない施設であり、洪水により生ずる越波、

浸透等に対しても安全で、さらに地震に対しても安全構造を持つものとして設計した。 

堤防の裏法勾配は越流水による洗掘破壊を発生させないために 1：28.2 とし、この断面

を欠くことのないような造成とする。 

(2) 堤体材料と施工 

高規格堤防の築造に利用する土砂は、耐震性、耐浸透性、耐越水性及び自重による堤体

の安定性等の堤防機能を満足する材料が確保されなければならない。      

また、堤体上は通常の土地利用に支障を与えない品質も要求される。したがって、当地

区の堤体材料は粒径の最大寸法を 100mm 以下とし、37.5mm 以上のものの混入率は 40％以下

とした。 

さらに、土中に含まれる有害物質の溶出量は、土壌環境基準や残土受入基準以下となる

よう、また、宅盤としての地耐力や施工性を考慮した土質を選定し、品質管理を十分に行

いながら築堤することとした。 

(3) 地盤処理 

① 地盤処理の必要性

高規格堤防は、堤体としての安定性を確保し、堤体上の通常の土地利用に対しても支

障の生じないようにしなければならない。 

当地区には、地表付近に緩く堆積した沖積砂質土層が分布しており、検討の結果、そ

れらの条件を満足するためには以下の項目について対策を行う必要がある。 

イ) 地盤沈下 

高規格堤防上は、住宅用地として利用されるため、沈下により住宅に支障を生じな

いよう、盛土により生ずる残留沈下を 20cm 以内とする対策が必要である。 
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ロ) 滑り破壊 

浸透による滑り破壊に対する安定性及び地震時の滑り破壊に対する安全性を検討す

る必要がある。 

ハ) 液状化 

地下水位面が現地盤面から 10m 以内にある沖積層で、かつ現地盤面から 20m 以内の

範囲における平均粒径 D50 が 0.02mm～2.0mm 以下である飽和砂質土層の場合には、地

震時に生じる液状化の検討をする必要がある。 

② 地盤処理の範囲及び工法

イ) 地盤沈下対策 

高規格堤防範囲すべてにおいて残留沈下対策として、サーチャージ工法による沈下

促進及び強度増加促進を図る。 

ロ) 滑り破壊対策 

検討の結果、安定が確保されることから対策は実施しない。 

ハ) 液状化 

検討の結果、地震時に液状化を生ずる可能性がないため対策は実施しない。 
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4. 関連事業の概要

土地区画整理事業（出典：北小岩一丁目東部土地区画整理事業 事業計画書）

イ) 事業の名称 

東京都市計画事業 北小岩一丁目東部土地区画整理事業 

ロ) 目的 

本地区は一級河川江戸川沿いの密集市街地であり、道路の幅員は狭小で、かつ行き止

まり道路も多く、緊急時の消防車等の進入路や災害時の避難経路を確保する上で課題を

抱えているため、生活環境や安全性の面から市街地整備の改善が急がれる地区である。 

また、江戸川区街づくり基本プランにおいても、小岩地域の将来像は「魅力ある商店

と閑静な住宅街が織り成すふれあいの街」とされており、その中で本地区は密集市街地

の改善を図り、必要な基盤施設を整備し、一般住宅地を形成するエリアに位置づけられ

ている。 

これらの背景のもと、都市基盤と住環境の改善を図り、安全・安心で快適な街づくり

を行うことを目的とする。 

ハ) 施行者の名称 

東京都江戸川区 

ニ) 事業施工期間 

自 平成２３年５月１７日 

至 平成２８年３月３１日 

ホ) 施行地区の区域 

江戸川区北小岩一丁目、東小岩三丁目の各一部 
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北小岩一丁目東部土地区画整理事業設計図 

（出典：北小岩一丁目東部土地区画整理事業 事業計画書） 
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5. 施工区分

国土交通省は、原則として基盤整備（高規格堤防盛土）を行う。 

江戸川区は、原則として区画整理範囲における都市的整備を行う。 

施行区分平面図 
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施行区分断面図 
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6. 管理区分

工事期間中は、各々の施工区分を管理する。 

工事完了後は、共同事業終了後の各々の施設等の帰属に基づいて行うこととする。なお、

土地区画整理事業区域に隣接する現況堤防裏法部は緑地広場として区が占用し管理を行うこ

ととなり、当該箇所は高台の安全な避難場所として機能することが期待されている。 

管理区分平面図 
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管理区分断面図 



2
0

実施内容 H25年度 H26年度 H28年度

建物移転・除却

H27年度

上面整備
（擁壁、街区道路、ﾗｲﾌﾗｲﾝ等整備等）

建物再築

基盤整正
（街区道路、ﾗｲﾌﾗｲﾝ撤去）

盛土

7
. 

工
程

計
画



21

8. 計画事業費

区分 費目 工事種 単位 数量 
金額 

(億円) 

工事費  式 1 24.41

本工事費  式 1 7.25

盛土 式 1 5.60

上面整備 式 1 1.65

補償費 家屋移転 式 1 17.16

間接費 式 1 0.60

工事諸費 式 1 5.00

事業費 計 式 1 30.01


